
 

公     告 

 総 合 評 価 一 般 競 争 入 札 を 執 行 す る の で 、 地 方 自 治 法 施 行 令 （ 昭 和 ２ ２

年 政 令 第 １ ６ 号 ） 第 １ ６ ７ 条 の ６ 第 １ 項 の 規 定 に よ り 、 次 の と お り 公 告

す る 。 

  令 和 ８ 年 ４ 月 １ ３ 日 

            福 井 市 上 下 水 道 事 業 管 理 者  塚  谷  朋  美   

１  入 札 に 付 す る 事 項 

 (1) 事 業 名  九 頭 竜 浄 水 施 設 更 新 事 業 

 (2) 事 業 場 所  福 井 市 北 野 下 町 、 北 野 上 町 地 係 

 (3) 事 業 概 要  九 頭 竜 浄 水 施 設 の 設 計 及 び 建 設 業 務 

 (4) 整 備 事 業 期 間  契 約 締 結 日 の 翌 日 か ら 令 和 １ ５ 年 ３ 月 ３ １ 日 ま で 

 (5) 予 定 価 格  １ ２ ， ９ ０ ０ ， ０ ０ ０ ， ０ ０ ０ 円 （ 消 費 税 及 び 地 方 消

費 税 を 含 む 。）  

 (6) 調 査 基 準 価 格  あ り 

 (7) 失 格 基 準 価 格  あ り 

２  入 札 参 加 者 の 備 え る べ き 参 加 資 格 

 九 頭 竜 浄 水 施 設 更 新 事 業 入 札 説 明 書 （ 以 下 「 入 札 説 明 書 」 と い う 。 

） の 入 札 参 加 資 格 を 満 た す こ と 。 

３  入 札 説 明 書 等 の 公 表 

 本 件 入 札 に 係 る 入 札 説 明 書 、 要 求 水 準 書 、 落 札 者 決 定 基 準 、 様 式 集 

、 基 本 協 定 書 （ 案 ）、 基 本 契 約 書 （ 案 ） 及 び 設 計 ・ 工 事 請 負 契 約 書 （

案 ） （ 以 下 「 入 札 説 明 書 等 」 と い う 。） は 、 市 の ホ ー ム ペ ー ジ に よ り

公 表 す る 。 

４  入 札 参 加 資 格 の 審 査 

 本 件 入 札 に 参 加 を 希 望 す る グ ル ー プ は 、 入 札 説 明 書 等 に 従 い 、 指 定



 

様 式 の 必 要 な 書 類 を 提 出 し 、 入 札 参 加 資 格 の 審 査 を 受 け な け れ ば な ら

な い 。 

 (1) 提 出 期 間  令 和 ８ 年 ６ 月 ２ ９ 日 （ 月 ） か ら 同 年 ７ 月 ３ 日 （ 金 ） 午

後 ４ 時 ま で 

 (2) 提 出 場 所  福 井 市 上 下 水 道 局 事 業 部 水 道 施 設 課 

 (3) 提 出 方 法  持 参 に よ る も の と す る 。 

 (4) 入 札 参 加 資 格 審 査 の 結 果 は 、 令 和 ８ 年 ７ 月 ２ ３ 日 （ 木 ） ま で に 通

知 す る 。 

５  提 案 書 類 の 提 出 

 入 札 参 加 資 格 審 査 に よ り 入 札 参 加 資 格 が あ る と 認 め ら れ た グ ル ー プ

は 、 提 案 書 等 の 提 案 書 類 を 提 出 し な け れ ば な ら な い 。 

 (1) 提 出 期 間  令 和 ８ 年 １ ０ 月 ６ 日 （ 火 ） か ら 同 月 ８ 日 （ 木 ） 午 後 ４

時 ま で 

 (2) 提 出 場 所  福 井 市 上 下 水 道 局 事 業 部 水 道 施 設 課 

 (3) 提 出 方 法  持 参 に よ る も の と す る 。 

６  開 札 の 日 時 及 び 場 所 

 (1) 日 時  令 和 ９ 年 １ 月  提 案 書 に 関 す る ヒ ア リ ン グ と 同 日 （ 予 定 ）

（ 具 体 的 な 日 時 は 、 確 定 次 第 、 入 札 参 加 者 に 通 知 す る と と も に 、

市 の ホ ー ム ペ ー ジ に お い て 公 表 す る 。）  

 (2) 場 所  福 井 市 上 下 水 道 局 庁 舎 ５ 階 入 札 室 

 (3) そ の 他 入 札 の 方 法 は 、 入 札 説 明 書 に よ る 。 

７  入 札 の 無 効 

  次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 入 札 は 、 無 効 と す る 。 

 (1) 入 札 説 明 書 に 規 定 す る 入 札 参 加 資 格 の な い 者 が 行 っ た 入 札 

 (2) 資 格 審 査 申 請 書 に 記 載 さ れ た 応 募 者 以 外 の 者 が 行 っ た 入 札 



 

 (3) 入 札 公 告 か ら 落 札 者 の 決 定 に 関 す る 公 表 ま で の 期 間 に 、 九 頭 竜 浄

水 施 設 更 新 事 業 に 係 る 福 井 市 プ ロ ポ ー ザ ル 審 査 委 員 会 の 委 員 に 対 し

、 接 触 等 の 働 き か け を し た 者 が 行 っ た 入 札 

 (4) 談 合 そ の 他 不 正 行 為 が あ っ た と 認 め ら れ る 入 札 

 (5) 応 募 者 の 記 名 並 び に 応 募 者 の 代 理 人 の 署 名 及 び 押 印 を 欠 く 入 札 又 

は 入 札 事 項 を 明 示 し な い 入 札 

 (6) 事 業 提 案 書 等 に 虚 偽 の 記 載 を し た 者 が 行 っ た 入 札 

 (7) 同 一 事 項 に 対 し ２ 通 以 上 の 書 類 提 出 が な さ れ た 入 札 

 (8) そ の 他 入 札 説 明 書 等 に お い て 示 し た 入 札 条 件 に 違 反 し た 入 札 

８  入 札 保 証 金 

  免 除 す る 。 

９  落 札 者 の 決 定 の 方 法 

 落 札 者 は 、 プ ロ ポ ー ザ ル 審 査 委 員 会 に お い て 落 札 者 決 定 基 準 に 基 づ

き 選 定 さ れ た グ ル ー プ を 基 本 と し て 決 定 す る 。 

１ ０  契 約 書 作 成 の 要 否 

  要 

１ １  契 約 締 結 に 関 す る 事 項 

 福 井 市 と 落 札 者 は 、 落 札 者 決 定 後 速 や か に 基 本 契 約 及 び 設 計 ・ 工 事

請 負 契 約 の 締 結 に 向 け た 双 方 の 義 務 に つ い て 規 定 し た 基 本 協 定 を 締 結

す る 。 

１ ２  契 約 保 証 金 

 事 業 者 は 、 設 計 ・ 工 事 請 負 契 約 金 額 の １ ０ 分 の １ 以 上 に 相 当 す る 金

額 を 設 計 ・ 建 設 期 間 中 の 契 約 保 証 金 と し て 設 計 ・ 工 事 請 負 契 約 の 締 結

時 に 納 付 し な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 福 井 市 財 務 会 計 規 則 （ 昭 和 ３

９ 年 福 井 市 規 則 第 １ １ 号 ） 第 １ １ ２ 条 の ２ に 規 定 す る 担 保 の 提 供 が あ



 

っ た 場 合 又 は 履 行 保 証 書 の 提 供 が あ っ た 場 合 は 、 納 付 を 要 し な い 。 

１ ３  そ の 他 

 本 件 入 札 は 、 上 記 に 定 め る も の の ほ か 、 入 札 説 明 書 等 に 従 い 、 執 行  

す る 。 

１ ４  問 合 せ 先 

  福 井 市 上 下 水 道 局 事 業 部 水 道 施 設 課 

  電 話 番 号  ０ ７ ７ ６ － ２ ０ － ５ ６ ３ ５ 


